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歴1史|の
―
心

第3講 瞑忙鱚靱霰扁鼈蜆鶉
金 宗 |
(社協東海支部会長)

高
句
一麗
は
中
国
と
数
多
の
戦
争

を
行

っ
て
い
る
。

『
朝
鮮
通
史
』
（ピ

ョ
ン
ヤ
ン

・
一
九
九
二
年
）
は
、
「漢
が
高

句
一麗
侵
略
を
企
て
た
と
き
、
漢
の

玄
菟
郡
を
追
い
や

っ
た
」、
　

「高

句
麗
は
前
漢

（前
二
〇
六
～
人
）

新

（人
～
三
二
）
　

後
漢

（二

五
～
二
二
六
）

魏

（
ニ
ニ
○
～

二
六
五
）
な
ど
の
侵
入
を
撃
退
す

る
苦
し
い
戦
い
を
展
開
し
た
」
、

「
二

一
二
年
に
は
楽
浪
郡
を
、

三

一
四
年
に
は
帯
方
郡
を
遼
東
か

ら
駆
逐
し
て
、
古
朝
鮮
の
故
地
を

ほ
と
ん
ど
奪
回
し
た
」
　

と
記
述

す
る
。

『
三
国
史
記
』
を
読
む
と
、
高

句
麗
は
建
国
以
来
、
戦
争
を
し
て

い
な

い
国
王
が

い
な

い
と
感
じ

′り
。司

馬
遼
太
郎
に
よ
る
と
、
戦
争

を
し
な
か
つ
た
王
は
わ
ず
か
二
代

で
あ
つ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が

ら
氏
は
高
句
一麗
の
勇
戦
は
語
ら
な

い
。
氏
の

『
韓
ゆ
き
紀
行
』
の
ふ

く
や
か
な
筆
致
の
よ
う
な
高
句
一麗

の
雄
姿
を
み
た
か
っ
た
と
思
う
。

氏
は
司
馬
遷
に
あ
や
か
つ
て
、

遼
か
に
及
ば
な
い
と
の
、
謙
遜
か

遼
太
郎
と
し
た
が
、
両
者
の
相
違

は
、
歴
史
の

「史
実
」
を
語
る
者

と
歴
史
の

「好
み
」
を
語
る
ほ
ど

の
相
違
が
あ
る
と
感
じ
る
ｃ

『
漢
書
』
（平
凡
社
版
　
中
国

シ
リ
ー
ズ
３
）
に
あ
る
司
馬
遷
伝

を
読
む
に
つ
れ
、
心
か
ら
の
史
家

へ
の
畏
敬

の
念
を
自
ず
と
感
じ

ブＯ
。高

句
一麗
の
隆
盛
を
記
し
た
朝
鮮

史
料
に
広
開
土
王
碑
が
残
さ
れ
て

い
る
。
　
広
開
土
王
碑
は
高
句
一麗

勢
力
圏
と
古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
の

史
実
を
記
録
し
た
巨
大
な
石
碑
で

あ
る
。
高
さ
六

・
三
腐
、
幅

一
・

五
肩
、
碑
文
の
刻
字
は

一
千
人
百

余
字
。

筆
者
は
そ
の
レ
プ
リ
カ
を
中
国

へ
旅
行
し
た
友
人
か
ら
プ
レ
ゼ
ン

ト
さ
れ
た
が
、
ず

っ
し
り
し
た
つ

く
り
で
歴
史
講
演
に
は
よ
く
持
参

し
た
も
の
だ

広
開
土
王
碑
は
語
る
。
①
広
開

土
王
は
二
九

一
年
高
句
麗
王
と
な

る
。
時
に
十
人
歳
。
②
即
位
に
あ

わ
せ
て
、
年
号
を

「永
楽
」
と
定

め
た
。
永
楽
と
は
高
句
麗
独
自
の

年
号
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
生
前

「永

楽
太
王
」
と
称
さ
れ
た
。
③
広
開

土
王
は
北
の
中
国
東
北
地
方
東
部

か
ら
、
南
は
朝
鮮
半
島
南
部
の
新

羅
ま
で
を
政
治
的

・
軍
事
的
影
響

下
に
お
さ
め
た
。
よ

っ
て
、
「国

岡
上
広
開
土
境
平
安
好
太
王
」
と

論

（お
く
り
な
）
さ
れ
た
。
④
碑

は
高
句
麗
の
始
祖
で
あ
る
チ

ュ
モ

ン
を

「天
帝
の
子
」
と
し
、
そ
の

歴
代
の
高
句
一麗
王
を
、
天
帝
の
末

裔
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
天
帝
」
の
権
威
に

も
と
づ
く
、
独
毒
の
君
主
号

。
年

号
を
創
出
し
、
中
国
王
朝
と
は
異

な
る
独
立
の
世
界
の
君
主
と
し
て

高
句
一麗
勢
力
圏
に
君
臨
し
た
の
で

あ
る
。

Ｉ
百
で
言
う
な
ら
ば
、
中
国
王

朝
世
界
と
は
異
な
る
独
自
の

「朝

鮮
史
」
の
世
界
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。
こ
の

「朝
鮮
史
」
の
雄
叫
び

に
、
高
校

「
日
本
史
」
は
百
済
七

支
刀
と
同
様
に
、
碑
の
新
解
説
と

共
に
、
唯

一
の
高
句
一麗
王
の
名
の

記
述
を
消
去
し
た
。
碑
文
に
あ
る

『
百
済
と
倭
を
打
ち
破

っ
た
』
を

『
日
本
史
』
は
受
け
と
め
ら
れ
ず
、

教
科
書
か
ら
消
し
去
ら
れ
た
。

「天
帝
の
末
」
の
高
句
一麗
と

「天

の
信
を
得
た
」
漢
族
の
王
た
ち
と

の
戦
い
は
、
い
よ
い
よ
本
格
化
し

た
。
隋
と
の
三
度
の
戦
い
、
唐
と

の
三
度
の
戦
い
、
約
七
〇
年
間
の

死
闘
が
展
開
さ
れ
た
。

戦
争
の
核
心
は
遼
東
の
固
守
と
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奪
取
で
あ
る
。
か
つ
て
の

「漢
の

領
土
」
と
す
る
中
国
と

「か
つ
て

の
古
朝
鮮
」
の
領
域
と
す
る
高
句

麗
の
、
戦
争
で
あ
る
。

隋
の
大
侵
略
か
ら
見
て
み
る
。

隋
の
文
帝
は
五
九
〇
年
に
高
句

一麗
に
使
者
を
を
派
遣
し
、
高
句
一麗

を
脅
し
た
。

・
・
歴
代
の
流
賊
た
る
陳
を

一

朝
に
し
て
平
ら
げ
た
。
し
か
る
に

王

（高
句
麗
）
は
陳
の
滅
亡
を
嘆

き
恨
み
、
ひ
と
り
悲
し
み
傷
ん
で

い
る
と
い
う
。
王
は
遼
河
の
広
さ

が
長
江
に
及
ぶ
と
で
も
い
う
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
高
句
一麗
の
人

口
が
陳
国
に
並
ぶ
と
で
も
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
。
朕
が

一
将
軍
に
命

じ
れ
ば
事
足
り
、
大
軍
を
派
遣
す

る
必
要
も
な
い
。
鋼
隋
書
』
東
夷

伝
）五

九
八
年
、
文
帝
は
大
軍
三
十

万
を
高
句
一麗
に
向
か
わ
せ
た
。
遼

江
で
の
戦
闘
は
両
軍
の
弓
矢
の
飛

び
交
い
、
空
を
も
暗
く
し
た
と
い

う
。
戦
闘
は
隋
軍
の
惨
め
な
敗
北

に
終
わ

っ
た
。
隋
の
兵
十
人
に
九

人
が
命
を
落
と
し
た
。
東
ア
ジ
ア

史
は
こ
れ
を
特
筆
す
る
。

文
帝
の
子
、
腸
帝
は
六

一
二
年
、

一
一
三
万
の
大
軍
を
二
四
個
の
軍

団
に
編
成
し
た
。
（別
に
食
糧
部

隊
約
二
百
万
）
　

世
界
史
上
最
大

の
軍
勢
は
北
京
を
四
十
日
が
か
り

で
出
発
し
た
。
海
路
か
ら
は
四
十

万
の
水
軍
を
発
し
た
。

高
句
一麗
の
嬰
陽

（
ヨ
ン
ヤ
ン
）

王
は
御
前
会
議
に
て
、
乙
支
文
徳

に
指
揮
を
ゆ
だ
ね
た
。

場
帝
は
遼
東
城
を
百
余
日
攻
め

た
が
、
城
は
落
ち
な
か
っ
た
。
腸

帝
は
別
働
隊
に
命
じ
、
高
句
一麗
王

の
前
進
基
地
、
鳳
凰
城
を
攻
略
す

る
が
、
こ
れ
ま
た
失
敗
す
る
。
場

帝
は
兵
の
疲
れ
に
や
む
な
く
撤
退

を
始
め
る
が
、
追
尾
す
る
乙
支
文

徳
将
軍
、
こ
れ
を
サ
ル
水
江
に
て

痛
打
す
る
。

サ
ル
水
の
戦
い
に
、
二
五
万
五

千
の
隋
軍
大
敗
、
わ
ず
か
に
二
千

七
百
人
の
生
き
残
っ
た
と
隋
書
は

記
す
。

場
帝
は
大
敗
に
懲
り
ず
、
二
次

の
高
句
一麗
侵
攻
を
繰
り
返
す
が
、

失
敗
す
る
。

つ
い
に
は
国
内
の
反

乱
を
招
き
、
隋
は
亡
ぶ
。

腸
帝
の
成
功
は
、
ベ
ト
ナ
ム
南

部

（林
邑
）
を
占
領
し
、
流
求
国

（台
湾
か
沖
縄
）
に
朝
貢
を
う
な

が
し
、
チ
ベ
ッ
ト
の
吐
谷
渾
を
平

定
し
た
戦
果
は
高
句
一麗
に
よ
つ
て

無
に
帰
し
た
。

※
　
　
※
　
　
※

以
上
、
東
ア
ジ
ア
の
環
境
の
中

に
推
古
朝
が
始
ま
っ
て
い
る
。

五
九
二
年
、
高
句
麗
の
慧
慈
父

ジ
ャ
）
法
師
が
聖
徳
太
子
の
師
と

な
り
、
ョ
一法
の
棟
梁
」
と
な
る
。

倭
の
遣
隋
使
が
派
遣
さ
れ
た
の
も

六
〇
〇
年
で
あ
る
。

ま
さ
に
高
句
麗
と
隋
の
戦
争
の

時
代
で
あ
る
。

日
出
ず
る
処
の
天
子
、
日
没
す

る
処
の
天
子
に
致
す
。　
つ
つ
が
無

き
や
。
と
場
帝
を
不
快
に
さ
せ
た

国
書
の
発
す
る
背
景
を
、
吟
味
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
倭
国
に
は
、
高

句
一麗
に
よ
つ
て
、
隋
の
武
器
や
捕

虜
が
送
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

倭
の
遣
隋
使
は
、
高
句
麗
の
対
隋

戦

の
勝
利

の
外
交

の
内
に
あ

っ

た
。高

校

「日
本
史
」
の

Ｅ
追
隋
使
」

の
記
述
を
見
る
。

『
五
八
九
年
、
隋
が
、
長
い
間
、

南
北
に
分
裂
し
て
い
た
中
国
を
統

一
す
る
と
、
朝
鮮
半
島
で
は
百
済

・
新
羅
が
こ
れ
に
朝
貢
し
た
。
し

か
し
高
旬
麗
が
従
わ
な
か
っ
た
の

で
、
晴
は
高
句
麗
に
遠
征
し
た
。

し
か
し
失
敗
し
た
。
朝
廷
は
こ
の

よ
う
な
情
勢
を
み
て
、
六
〇
七
年
、

小
野
妹
子
を
隋
に
つ
か
わ
し
、
翌

年
、
隋
が
表
世
清
を
来
日
さ
せ
る

と
、
そ
の
帰
国
に
際
し
、
再
び
小

野
妹
子
を
送
る
と
共
に
、
高
向
玄

理
、
僧
曼
、
南
淵
請
安
ら
多
く
の

留
学
生
を
つ
か
わ
し
た
。
隋
と
の

外
交
目
的
は
、
百
済
を
経
な
い
で

中
国
の
制
度
文
物
を
直
接
輸
入
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
日
本
が
中
国
と

の
対
等
の
外
交
形
式
を
と

っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
醸

本
の
朝
鮮
三
国
、
こ
と
に
五
六
二

年
に
加
羅
を
滅
ば
し
た
新
羅
に
対

し
優
位
な
立
場
に
立
と
う
と
し
た

こ
と
に
あ

っ
た
ら
し
い
』
。

「日
本
史
」
は
東
ア
ジ
ア
の
大

変
動
、
高
句
一麗
の
戦
勝
と
隋
の
滅

亡
の
史
実
の
構
造
を
記
述
す
る
こ

と
無
く
、
日
本
の
対
等
外
交
を
大

書
特
筆
す
る
。

史
学
と
は
か
け
は
な
れ
た

「好

み
」
は
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
伝

え
な
い
。
乙
支
文
徳
を
知
ら
な
い

ま
ま
の
歴
史
を
続
け
る
。

厩
戸
王
子
の
国
書
の
指
南
役
で

あ

っ
た
慧
慈
の

「史
実
」
の
地
位

と
役
割
は

「
日
本
史
」
は
語
ら
な

い
。
「
対
等
外
交
」
の
立
役
者
で

あ

つ
た
で
あ
ろ
う
に
。

※
　
　
※
　
　
※

隋
を
受
け
継
い
だ
唐
は
、
東
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突
豚
を
六
三
〇
年
に
滅
ば
し
、
チ

ベ
ツ
ト
地
方
も
く
だ
し
た
。

高
昌
国
等
を
滅
ぼ
し
、
西
北

ヘ

の
進
出
を
は
た
し
た
唐

の
大
宗

は
、　
つ
ぎ
に
高
句
麗
に
目
を
む
け

た
。
　

太
宗
は
六
四
五
年
に
遼
東

城
を
包
囲
し
た
。

つ
い
で
安
市
城

の
攻
防
戦
で
は
入
八
日
間
、
こ
れ

を
落
せ
ず
軍
を
引
い
た
。

六
四
七
年
、
六
四
人
年
、
六
五

〇
年
、
六
六

一
年
の
侵
略
も
、
高

句
一麗
の
イ
リ
カ
ス
ミ
の
前
に
敗
退

し
た
。
イ
リ
カ
ス
ミ

（伊
梨
何
須

弥
）
と
は
ヨ
ン
グ
ソ
ム
ン

（淵
蓋

蘇
文
）
の

『
日
本
書
紀
』
で
の
記

名
で
あ
る
。

「か
れ
の
ひ
げ
づ
ら
は
は
な
は

な
立
派
で
あ
り
、
身
体

つ
き
は
た

く
ま
し
く
優
れ
て
い
る
。
身
に
つ

け
た
衣
服
や
冠
、
く
つ
は
み
な
黄

と
絹
で
飾
り
立
て
、
五
本
の
刀
を

脇
に
さ
し
、
常
に
ひ
じ
を
は
つ
て

闊
歩
す
る
穴
田
唐
書
高
句
麗
伝
）
。

唐
太
宗
の
百
万
の
大
軍
を
撃
退
し

た
ョ
ン
ゲ
ノ
ム
ン
評
で
あ
る
。

高
校
日
本
史

「遣
隋
使
」
を
筆

者
な
ら
ば
下
記
の
よ
う
に
記
述
す

スつ
。

『
中
国
を
統

一
し
た
隋
は
、
高

旬
一麗

・
百
済

・
新
羅

・
倭
に
朝
貢

を
促
し
た
。

か
ね
て
よ
り
、
師
の
慧
慈

（
高

旬
麗
僧
）
か
ら
の
情
報
で
知
る
状

況
に
、
聖
徳
太
子
は
六
〇
七
年
小

野
妹
子
の
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
。

高
旬
麗
の
隋
撃
退
の
知
ら
せ
と

戦
利
品
を
見
て
の
こ
と
だ
。

「
日
出
す
る
処
の
天
子
、
日
没

す
る
処
の
天
子
に
致
す
。
つ
つ
が

な
き
や

（
王
、
多
利
思
比
孤
ご

に
対
し
、
「
蛮
夷
の
書
、
無
礼
な

る
あ
ら
ば
、
復
た
以
て
間
す
る
な

か
れ
」
と
不
快
感
を
示
し
た
。
遣

隋
使
は
こ
の
よ
う
に
大
陸
外
交
ヘ

の

一
歩
と
な
る
。

隋
と
高
句
麗
の
戦
争
の
最
中
、

六
〇
三
年
、
冠
位
十
三
階
の
制
が

高
句
麗
の
制
度
に
な
ら
い
制
定
さ

れ
た
。
』※

　
　
※
　
　
※

高
句
麗
あ
り

栄
え
た
り
　
広
開
土
王

光
れ
る
　
乙
支
文
徳

力
み
な
ぎ
る

我
れ
高
句
麗
な
り

腸
帝
の
あ
な
ど
り

隋
の
亡
び
た
り

太
宗
の
お
ご
り

唐
の
敗
れ
た
り

高
句
一麗
の
歴
史
な
り

東
ア
ジ
ア
の
大
戦
な
り

世
界
の
歴
史
な
り

乙支文徳将軍広開土王陵碑

集英社文庫『世界の歴史』② から
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【その 84】

韓国映画

『ユゴ 大統領有故』

(2005盗F)

監督 :イム・サンス

伊 藤 ― 郎
kOreaFno宙 eCulture@yahoo cojp)

朝鮮文化を知る会

権
カ
グ
ル
ー
プ
の
力
関
係
、
絶
妙
に
描
く

依
然
強
い
元
大
統
領

へ
の
関
心

本
作
品
は
、
朴
正
熙
元
大
統
領

が
殺
害
さ
れ
た
１
０

。
２
６
事
件

を
描
い
た
多
く
の
韓
国
映
画
の

一

つ
で
あ
る
。

映
画
の
公
開
以
前
よ
り
朴
元
大

統
領
の
家
族
が
、
故
人
の
名
誉
を

傷

つ
け
る
こ
と
を
理
由
に
上
映
禁

上
仮
処
分
申
請
を
裁
判
所
に
出
す

な
ど
の
経
緯
に
よ
り
、
韓
国
社
会

で
話
題
に
な

っ
た

（
注
１
）
。

媒
体
に
よ
つ
て
映
画
の
題
名
が

『
そ
の
時
、
そ
の
人
々
』
と
も
表

記
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
中
央
情
報

部
（
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
）
の
課
長
を
演
じ
た

ハ
ン

・
ソ
ツ
キ

ユ
（
注
２
）
は
、

今
回
は
主
役
で
は
な
く
、
準
主
役

の
キ
ヤ
ラ
ク
タ
ー
を
演
じ
て
い

る
。
映
画
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の

と
お
り
。

当
時
の
韓
国
は
十
八
年
間
も
の

長
期
に
わ
た
る
軍
事
独
裁
政
権
の

下
に
あ

つ
た
。　
一
九
七
九
年
十
月

二
六
日
、
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
キ
ム
部
長

（ペ
ク

・
ユ
ン
シ
ク
）
の
右
腕
と

し
て
働
く
チ

ュ
課
長

（
ハ
ン

・
ソ

ッ
キ

ュ
）
は
、
大
統
領

（ソ
ン

・

ジ

ェ
ホ
）
の
女
性
関
係
の
対
応
に

追
わ
れ
て
い
た
。

大
統
領
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
さ

れ
た
と
主
張
す
る
本
人
と
母
親

を
、
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
権
限
で
威
圧
し
、

そ
の
親
子
を
見
知
ら
ぬ
場
所
で
開

放
し
て

一
息

つ
い
た

の
も
束

の

間
、
今
度
は
そ
の
夜
に
大
統
領
の

宴
会
に
参
加
す
る
二
名
の
女
性
を

呼
ぶ
指
令
が
下
る
。
ほ
ぼ
日
課
と

な

つ
た
宴
会
に
際
し
て
、
チ

ユ
課

長
は
、
歌
手
の
シ
ム

（キ
ム

・
ユ

ナ
）
と
女
子
大
生
の
チ
ヨ

（チ
ヨ

・
ウ
ン
ジ
）
を
手
配
し
、
宴
会
が

開
か
れ
る
宮
井
洞
の
宴
会
場
に
届

け
る
。
宴
会
で
は
二
人
の
女
性
が

都
は
る
み
の

「北
の
宿
か
ら
」
な

ど
の
日
本
の
演
歌
を
歌
い
、
参
加

者
ら
は
日
本
語
の
会
話
を
楽
し

む
。
そ
ん
な
状
況
の
な
か
、
突
如

事
件
が
発
生
す
る
。

韓
国
映
画

『
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
　
南
山

の
部
長
た
ち
』
含
一〇
二
〇
年
）

と
本
作
品
を
比
較
す
る
と
、
本
作

品
で
は
大
統
領
暗
殺
後
の
軍
と
Ｋ

Ｃ
Ｉ
Ａ
の
攻
防
が
細
か
く
描
か
れ

て
い
る
。
大
統
領
暗
殺
事
件
に
つ

い
て
は
今
日
も
謎
が
多
く
す
べ
て

が
真
実
と
は
言
え
な
い
な
が
ら
、

二
つ
の
権
カ
グ
ル
ー
プ
の
力
関
係

が
絶
妙
に
描
か
れ
て
い
る

（
注

３
）
。

大
統
領
暗
殺
後
に
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
部

長
を
乗
せ
た
車
が
な
ぜ
南
山
に
直
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行
せ
ず
に
軍
に
行
っ
た
の
か
、
な

ぜ

「
ク
ー
デ
タ
ー
」
が
失
敗
し
た

か
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま

た
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
部
長
を
信
じ
て

（あ

る
い
は
信
じ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
お
い
て
）
暗
殺
を
実
行
し
た
四

人
の
部
下
た
ち
の
悲
惨
な
最
後
、

宴
会
で
の
事
件
に
た
ま
た
ま
居
合

わ
せ
た
人
々
に
つ
い
て
も
描
か
れ

て
い
る
。

大
統
領
暗
殺
を
す
ぐ
近
く
で
目

撃
す
る
こ
と
と
な
っ
た
二
人
の
女

性
は
、
生
涯
そ
の
衝
撃
的
な
場
面

を
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
ま
た
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
部
長
が
大

統
領
を
殺
害
す
る
状
況
が
大
き
く

異
な
る
。
本
作
品
で
は
大
統
領
に

執
拗
に
ト
ド
メ
を
刺
す
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ

部
長
の
鬼
気
迫
る
状
況
が
描
か
れ

て
い
る
。
銃
声
の
後
に
血
飛
沫
が

飛
び
散
り
、
あ
ち
こ
ち
に
転
が
っ

て
い
る
血
ま
み
れ
の
死
体
に
対
し

て
さ
ら
に
ト
ド
メ
が
さ
さ
れ
て
い

′
く
、
。

そ
ん
な
生
々
し
い
場
面
が
映
画

の
随
所
に
見
ら
れ
る
。
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ

部
長
の
描
き
方
も
二
つ
の
映
画
で

異
な
る

（
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
部
長
対
立
す

る
警
護
室
長
の
描
写
は
、
二
つ
の

映
画
で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
警
護

室
長
に
よ
る
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
部
長
本
人

に
対
す
る
侮
辱
、
ま
た
そ
の
部
下

に
対
す
る
パ
ワ
ハ
ラ
が
復
讐
心
に

さ
ら
な
る
火
を
つ
け
た
状
況
と
な

つ
て
い
る
。
）
本
作
品
は
十
八
年

前
に
韓
国
で
公
開
さ
れ
た
が
、
朴

正
熙
元
大
統
領
に
対
す
る
韓
国
国

民
の
関
心
は
依
然
と
し
て
高
い
。

現
在
ソ
ウ
ル
で
は
ミ

ュ
ー
ジ
カ

ル

「朴
正
熙
」
が
上
演
さ
れ
て
い

る
と
い
う

（
注
４
）
。

（
注
１
）
裁
判
の
途
中
で
開
か
れ

た
上
映
会
で
は
、
数
分
間
真

っ
黒

な
画
面
に
音
声
だ
け
が
上
演
さ
れ

る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
。
裁
判

が
終
わ
り
に
近
づ
＜
こ
ろ
の
日
本

上
演
に
お
い
て
は
、
韓
国
で
公
開

さ
れ
な
か
っ
た
映
像
が
ノ
ー
カ
ッ

ト
で
上
演
さ
れ
た
。

（
注
２
）
映
画

『
八
月
の
ク
リ
ス

マ
ス
』
（
一
九
九
八
年
）
、
『
シ
ュ

リ
』
２

九
九
九
年
）
、
で

一重
ス

パ
イ
』
全

一〇
〇
二
年
）
な
ど
で

主
役
を
演
じ
た
。
映
画
だ
け
で
な

＜
パ
イ
ロ
ッ
ト

（
一
九
九
二
年
、

Ｍ
Ｂ
Ｃ
）
な
ど
多
＜
の
ド
ラ
マ
に

も
出
演
。　
一
九
八
四
年
に
Ｍ
Ｂ
Ｃ

江
辺
歌
謡
祭
奨
励
賞
を
受
賞
し

た
。
『
八
月
の
ク
リ
ス
マ
ス
』
の

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
、
ハ
ン

・
ソ

ツ
キ
ュ
み
ず
か
ら
テ
ー
マ
ソ
ン
グ

を
歌
っ
て
い
る
。

（
注
３
）
本
作
品
は
今
選
も
謎
が

多
い
事
件
の
動
機
や
真
相
の
究
明

は
行
っ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も

基
本
的
な
通
説
を
も
と
に
し
て
い

る
。

（
注
４
）
過
去
に
は
二
〇
〇
二
年

に
ソ
ウ
ル
の
オ
ペ
ラ
劇
場
で
オ
ペ

ラ

『
人
間
朴
正
熙
』
が
上
演
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
慶
尚
北
道
亀
尾
市

で
二
〇

一
六
年
、
朴
正
熙

一
〇
〇

年
事
業
の

一
環
と
し
て
市
が
朴
正

熙
元
大
統
領
を
題
材
と
し
た
ミ
ュ

ー
ジ
カ
ル
の
製
作
を
推
進
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
市
民
団
体
が
、
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル
製
作
の
反
対
運
動
を

行
っ
た
。
長
年
に
わ
た
る
朴
正
熙

独
裁
に
対
す
る
批
判
の

一
方
で
、

依
然
と
し
て
五

・
一
六
軍
事
ク
ー

デ
タ
ー
と
維
新
体
制
を
美
化
す
る

一
定
数
の
韓
国
国
民
が
存
在
し
て

い
る
状
況
は
今
日
も
変
わ
ら
な

い
。
朴
正
熙
元
大
統
領
に
対
す
る

評
価
、
見
解
の
対
立
も
生
じ
て
い

る
。
二
〇
二

一
年
に
は
、
「
朴
正

熙
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」
を
製
作
し
た

人
々
の
対
立
か
ら
、
二
派
に
分
裂

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
題
名
の
別

の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
上
演
す
る
事

態
が
起
こ
っ
た
。

驚
鎌
叶
剛
硼
楡
⇒
嗣
回

団
問
□

Ｆ
・ｏ
い
Ｎ
‐ω
２
あ
い
、
望
断

３
９
∽
①
一０
■
５
①
・ｏ
ｏ
３
・５
０
，３
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邑翠文化フォーラムの
願い

邑翠は、緑に包まれた爽やかな空間の意

朝鮮半島と日本との間には古代から

交流が脈々と続いてきたことは明治い

らいの考古字、歴史の研究によって明

らかになって来ています。日本人の

DNAに半島から渡来した人々の影響

があることも否定できません。

2002年のワールドカップドの日韓共

催を前に当時の天皇、現在の上皇様

が「わが天皇家も古代 においては、

天皇の夫人に百済王族系の女性が迎

えられているなどで、韓国には強いゆ

力めを感じています。」 と述べられた事

も記意に残っています。

21世紀の今、東海地方には多彩な

人々が住んでいます。日本人は、もちろ

ん、二つの祖国にEllれている在日の人々

に日本籍にかえた元在日の人々、そし

て、増え続けるニューカマーが混在し

ていますが、相互の交流がほとんと無い

まま時には反発しあう人たちもいます。

邑翠フォーラムは、こうした現状に一

石を投じようと考えています。継続的

な講座の開催で古代いらいの半島と日

本 との文化的交流の歴史を確認しても

らい、受講した人々が夫々の立場を超

えて互いを認め合い対話を始めるよう

努力するつもうです。

こうした考え方に共感しているのが、

すでに 25年間、日韓の民間交流の実

績を積たできた日韓市民ネットワーク・

などやなので、この団体 と協力しなが

ら、講座 を維続 し、多文化共生 に、

わずかでも尽力したいと考えています。

講座「朝鮮半島と日本 との交流史」
第 1回 シリーズ

こうLて人 は々波濤を越えた1!
～渡来人 と渡往人～

[講師 ]西 谷 正 (九州大学名誉教授)除劇
ll:::li:[ill蜃え筆y→

レ
鱚

[参加費]1回 1000円 (定員120名 )学生無料

05月 38(祝 )14:00～

高句麗か らの渡来文化～強大国の結ク高く～

06月 11日 (日 )14:00～

百済か らの渡来文化～文化大国の栄光映えて～

07月 9日 (8)14:00～
新羅・ 加耶か らの渡来文化～巨大古墳と技術革新～

03月 68(8)14:00～
倭 人 も、 また海 を越 えた !～半島南部に見る倭人の足跡～

WEBでのお申し込み

右記のQRコ ー ドからお申込みください⇒

FAXでのお申し込み

下記のフォームにご記入の上、0568・84・8674ま でお願いします。

講座
.朝

鮮半島とB水 との交滉史 | FAX 0
[お問合せ]

568
Park 080-8250‐ 2452

4
邑翠文化フォ…ラム事務局

口84‐ 867第 1回 ン ソーズ

名
前

(フ

リガナ

         )

職
業

1醤
● 0000・ 0
※●加回に0■つけてください.

連
絡
先 ※電離番号またはメールアドレスをご記入ください。
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徴
用
工
裁
判
か
ら
見
え
る
も
の

学校法人愛矢□朝鮮学園

理事長 メ4ジヒ篭罫

今
年
二
月
、　
一
一
年
ぶ
り
の

韓
国
大
統
領
の
訪
日
で

ズ
ロ
意
」

さ
れ
た
解
決
案
は
韓
国
で
実
行

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
四
月

一
三
日
、

元
徴
用
工
の
訴
訟
を
め
ぐ
り
、

韓
国
の
財
団
が
被
告
の
日
本
企

業
に
代
わ

っ
て
賠
償
金
相
当
額

の
支
払
い
を
原
告
二
名
に
支
給

し
た
と
い
う
。
反
面
、
困
月
二

日
韓
国
の
大
田
地
裁
は
元
徴
用

工
と
遺
族
の
請
求
を
認
め
、
三

菱
重
工
が
韓
国
で
保
有
す
る
特

許
囲
件
の
差
し
押
さ
え
を
認
め

た
。
こ
の
決
定
は
資
産
の
範
囲

が
商
標
権
二
件
と
特
許
権

一
〇

件
に
広
が
り
、
最
高
裁
の
命
令

が
あ
れ
ば
日
本
が
心
配
す
る

「
レ
ツ
ド
ラ
イ
ン
」
（資
産
の

現
金
化
に
向
け
た
手
続
き
が
可

能
と
な
る
）
を
超
え
る
こ
と
に

な
る
。
三
菱
重
工
訴
訟
の
原
告

梁
錦
徳
さ
ん
は

「明
日
死
ぬ
と

し
て
も
韓
国
が
払
う
汚
い
金
は

受
け
取
ら
な
い
。
日
本
が
脆

（
ひ

ざ
ま
つ
）
い
て
謝
罪
す
る
ま
で

は
、
ど
ん
な
金
も
受
け
取
ら
な

い
」
と
し
て
、
謝
罪
が
必
要
だ

と
し
て
徹
底
し
て
戦
う
姿
勢
を

崩
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
解
決
が

難
し
い
の
か
歴
史
認
識
と
訴
訟

の
角
度
か
ら
見
て
み
た
い
と
思

う
。

歴
史
認
識
の
見
直
し
は

い
つ
か
ら
？

日
本
の
歴
史
認
識
見
直
し
は

「歴
史

・
検
討
会
」
が

一
九
九

三
年
に
発
足

（初
当
選
し
た
安

倍
晋
三
が
委
員
に
抜
擢
）
し
、

藤
岡
信
勝

（東
京
大
教
授
）
ら

が
九
六
年
に

「新
し
い
歴
史
教

科
書
を
つ
く
る
会
」
で
、
当
時

の
教
科
書
を

「
旧
敵
国
の
プ

ロ

パ
ガ
ン
ダ
」
と
非
難
し
、
フ
ジ

サ
ン
ケ
イ
グ
ル
ー
プ
の
扶
桑
社

が
発
行
元
と
な
り
始
ま

っ
た
。

九
七
年
に
安
倍
晋
三
を
は
じ

め
と
す
る
日
本
会
議
は

「新
し

い
教
育
基
本
法
を
求
め
る
会
」

を
設
立
し
、
朝
日
新
聞
の

「吉

田
清
治
加
害
証
言
偽
証
」
以
降
、

読
売
新
聞
な
ど
の

「捏
造
報
道
」

と
バ

ツ
ク
ラ
ッ
シ

ュ

（
反
動
）

と
共
に
加
速
化
し
た
の
で
あ

る
。
二
〇
〇
〇
年

一
二
月
の

「女

性
国
際
戦
犯
法
廷
」
で
は
、
旧

日
本
軍
慰
安
婦
と
海
外

の
法
律

家
が
昭
和
天
皇
や
戦
時
中
の
政

治
家
、
軍
幹
部

へ
の

「判
決
」

を
言
い
渡
す
民
間
法
廷
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
番
組
を
安
倍
首
相
は
内
容
を

改
編
さ
せ
た
。
自
民
党
内
で
は

自
主
憲
法
制
定
を
主
張
す
る
タ

カ
派
が
強
く
な
る
反
面
、
護
憲

勢
力
で
あ
る
社
会
党
や
社
民
党

の
分
裂

・
衰
退
に
よ

っ
て
二
〇

〇
六
年
に
は
教
育
基
本
法
や
学

校
教
育
法
を
改
定
さ
れ
た
。
そ

れ
は
教
育
に
お
い
て
新
自
由
主

義
と
国
家
主
義

の
強
化
を
進

め
、
朝
鮮
高
校
生
の
無
償
化
の

除
外
や
中
学
校
の
教
科
書
か
ら

「慰
安
婦
」
「徴
用
工
」
の
記

述
が
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
直
し
が
始
ま

つ
た
日
本
の

一
九
九
七
年
と
韓

国
の
二
〇
〇
五
年
は
類
似
し
て

い
る
。
韓
国
で
は
九
〇
年
代
の

民
主
化
以
降
、
二
〇
〇
四
年
に

は
慮
武
鉱
政
権
時
に
親
日
派
を

清
算
す
る
動
き
と
共
に
、
「
日

帝
強
占
下
強
制
動
員
被
害
真
相

究
明
委
員
会
」
が
発
足
し
た
。

そ
れ
に
対
抗
し
て
、
「自
虐
史

観
」
を
見
直
す
歴
史
学
会
が
ニ

ュ
ー
ラ
イ
ト
の

「教
科
書

フ
ォ

ー
ラ
ム
」
を
二
〇
〇
五
年
に
誕

生
さ
せ
た
。
朴
種
恵
政
権

（
二

〇

一
三
年
）
時
に
現
代
史
学
会

が

「高
等
学
校
韓
国
史
教
科
書
」

を
編
纂
し
て
、　
一
五
年
に

「慰

安
婦
」
問
題
に
関
わ
る
日
韓
合

意
に
お
い
て
抑
圧
し
て
否
定
し

た
。
さ
ら
に
二
〇

一
九
年
、
李

栄
勲
は

「
反
日
種
族
主
義
」
に

繋
ぎ
、
歴
史
学
会
は

「嘘
文
化
」

の
元
祖
と
し
て
、
「女
子
勤
労

挺
身
隊
」
と
の
混
同
を
激
し
く

批
判
し
て
、
元
慰
安
婦
を
侮
辱

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
李
宇

衛
は

「強
制
連
行
説
」
の
朴
慶

植
を
全
面
的
に
否
定
し
、
そ
れ

は
誇
張

。
捏
造
で
あ
り
、
民
族
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差
別
は
全
く
根
拠
の
な

い
歪
曲

だ
と
し
て
、
大
法
院

の
判
決
を

「歴
史
歪
曲

に
基
づ

く
で
た
ら

め
」
だ

と
す

る
、
韓
国
で
の
見

直
し
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
経
験
か
ら

学
ぶ
こ
と

二
〇

一
九
年
九
月

一
日
、
第

二
次
世
界
大
戦
開
戦
八
〇
周
年

記
念
行
事
で
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ

タ
イ
ン
マ
イ
ヤ
ー
大
統
領
は
、

「私
た
ち
は
決
し
て
忘
れ
ま
せ

ん
。
…
私
は
犠
牲
者
た
ち
の
苦

痛
の
前
で
哀
し
み
の
う
ち
に
頭

を
垂
れ
ま
す
。
私
は
ド
イ
ツ
の

歴
史
的
な
罪
に
つ
い
て
赦
し
を

乞
い
ま
す
。
私
は
私
た
ち

（
「ド

イ
ツ
人
し

の
責
任
に
終
わ
り

が
な
い
こ
と
を
認
め
ま
す

。
・

和
解
と
は

一
つ
の
恩
恵
で
あ

り
、
私
た
ち
ド
イ
ツ
人
の
側
か

ら
要
求
で
き
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
」
と
述
べ
た
。
加
害

国
は
、
和
解
の
前
提
と
な
る
、

歴
史
問
題
を
解
決
す
る
こ
と

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
和

解
を
可
能
と
し
、
「隣
国
す
べ

て
が
友
人
」
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
賠
償
の
面
で
も
、
二
〇
〇

一
年
、
ド
イ
ツ
は
国
家
が
五
〇

億
マ
ル
ク
、
強
制
労
働
さ
せ
た

ベ
ン
ツ
、
フ
オ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ

ン
な
ど
の
企
業
数
十
社
が
五
〇

億
マ
ル
ク

（当
時
の
日
本
円
で

約
五
二
〇
〇
億
円
）
を
拠
出
し
、

コ
記
憶

・
責
任

。
未
来
」
基

金
』
を
設
立
し
、
ナ
チ
ス
時
代

に
強
制
連
行

・
強
制
労
働
さ
せ

ら
れ
た

一
五
〇
万
人
の
人
々
に

対
す
る
補
償
を
行
い
、
〇
七
年

に
そ
の
任
を
終
え
た
と
い
う
。

し
か
し
、
加
害
者
で
あ
る
日

本
は
未
だ
に
、
不
当
な
植
民
地

支
配
及
び
侵
略
戦
争
の
遂
行
と

直
結
し
た
日
本
企
業
の
反
人
道

的
な
不
法
行
為
で
あ
る
強
制
動

員
を
認
め
ず
、
「最
終
的
に
解

決
し
て
い
る
」
と
し
て
拒
否
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、　
一
八
年

の
韓
国
大
法
院
の
判
決
は

「元

徴
用
工
の
損
害
賠
償
請
求
権

は
、
反
人
道
的
な
不
法
行
為
を

前
提
と
す
る
…
日
本
企
業
に
対

す
る
慰
謝
料
請
求
権
」
で
あ

っ

て
日
韓
請
求
権
協
定
に
は
含
ま

れ
な
い
と
結
論
付
け
、
外
交
保

護
権
と
元
徴
用
工
個
人
の
損
害

賠
償
請
求
権
の
い
ず
れ
も
消
滅

し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。
そ

れ
に
対
し
、
日
本
側
は

「
国
祭

法
上
あ
り
得
な
い
判
断
」
と
し

て
、
韓
国
を
非
難
し
た
。
本
来
、

自
韓
請
求
権
協
定
の
締
結
以

来
、
「個
人
の
請
求
権
は
消
滅

し
な
い
」
と
力
説
し
て
き
た
の

は
日
本
側
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
、

シ
ベ
リ
ア
抑
留
被
害
者
問
題
等

の
戦
後
補
償
裁
判
以
降
、
突
然

変
更
し
解
決
済
み
と
主
張
し
、

権
利
は
消
滅
し
て
い
な
い
が
、

「行
使
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」

と
し
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
、
中
国
人
強
制
連
行

事
件
の
花
岡
事
件
、
西
松
事
件
、

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
事
件
な
ど
の

元
徴
用
工
問
題
は
訴
訟
を
契
機

に
、
日
本
企
業
が
事
実
と
責
任

を
認
め
て
謝
罪
し
、
そ
の
証
と

し
て
基
金
を
設
立
し
、
被
害
者

全
体
の
救
済
と
慰
霊
碑
を
建
立

し
、
毎
年
慰
霊
祭
を
催
す
こ
と

で
問
題
を
解
決
し
た
。

韓
国
で
は
請
求
権
協
定
を
実

行
す
る
た
め
に

一
九
六
六
年
に

「請
求
権
資
金
法
」
、
七

一
年

に

「請
求
権
申
告
法
」
、
七
四

年
に

「請
求
権
補
償
法
を
制
定

し
、
対
象
者
に
支
給
し
た
。
な

お
追
加
措
置
の
た
め
に
八
七
年

の
民
主
化
以
降
、
二
〇
〇
四
年

に
は
真
相
究
明
特
別
法
が
制
定

さ
れ
、
「韓
日
会
談
文
書
公
開

の
善
後
策
に
関
す
る
民
官
共
同

委
員
会
」
が
公
式
見
解
を
公
表

し
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
七
年
に

は

「支
援
法
」
を
制
定
し

一
〇

年
に
は
範
囲
を
サ
ハ
リ
ン
ま
で

広
げ
た
。

韓
国
の
徴
用
工
た
ち
は
日
本

政
府
が

「法
律
上
の
義
務
は
消

滅
」
し
て
も
法
的
な
保
護
は
与

え
ら
れ
な
い
の
で
、
大
阪
地
方

裁
判
所
に

一
九
九
七
年
に
未
払

い
賃
金
の
支
払
い
と
強
制
労
働

等

一
五
件
の
損
害
賠
償
請
求
を

訴
え
た
。
裁
判
所
は
強
制
労
働

に
つ
い
て
は
認
め
た
が
、
請
求

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
認
め

ず
、
二
〇
〇
二
年

一
一
月
大
阪

高
等
裁
判
所
で
控
訴
が
棄
却
さ

れ
、
三
年

一
〇
月
に
敗
訴
が
確

定
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
ソ

ウ
ル
中
央
地
方
法
院
で
も
有
効

で
あ
る
と
認
め
、
原
告
ら
の
訴

え
を
棄
却
し
た
。
原
告
ら
は
そ

れ
に
ひ
る
ま
ず
控
訴
し
て
、
控

訴
審
で
あ
る
ソ
ウ
ル
高
等
法
院

は
原
審
判
決
を
支
持
し
た
の

で
、
さ
ら
に
上
告
し
大
法
院
で
、

原
審
判
決
の
破
棄
、
差
し
戻
し

判
決
を
二
〇

一
二
年
五
月
二
四

日
に
獲
得
し
、　
一
八
年
に
勝
ち

取

っ
た
の
で
あ
る
。
桂
鳳
泰
弁

護
士

（
三
菱
重
工
業
徴
用
工
裁

判
の
弁
護
、
「
日
帝
強
占
下
強

制
動
員
被
害
真
相
究
明
委
員

会
」
事
務
局
長
）
は

「
日
本
の

市
民
運
動
と
弁
護
士
が
蒔
い
た

種
が
韓
国
の
法
廷
で
咲
い
た
、

両
国
の
市
民
と
法
律
家
の
勝

利
」
と
し
た
。
そ
れ
に
反
し
て

勝
訴
債
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と

は
、
韓
国
の
主
権

。
大
法
院
の

判
決
の
無
力
化
に
つ
な
が
る
外
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交
的
敗
北

で
あ
り
、　
一
大
惨
事

で
あ

る
。

植
民
地
は

合
法
か
、
不
法
か
？

こ
の
よ
う
に
判
決
が
分
か
れ

る
原
因
の

一
つ
は
国
際
法
の
解

釈
で
あ
る
。
日
本
政
府
の
法
的

な
立
場
は
、
韓
国
併
合
は
合
法

で
あ
り
、
韓
国
側
の
立
場
は
不

法
で
あ
る
と
の
正
反
対
の
立
場

だ
。　
一
九
九
五
年
八
月

一
五
日

の
村
山
富
市
首
相
は
植
民
地
支

配
と
侵
略
を
認
め
、
歴
史
認
識

を
改
め
旧
条
約
は
不
当
だ
が
、

法
的
に
は

「有
効
」
だ
と
し
た
。

菅
直
人
元
首
相
も
二
〇

一
〇
年

八
月

一
〇
日
閣
議
決
定
を
踏
ま

え
た
談
話
で
歴
史
認
識
を
示
し

た
。
遡
る
と
、
植
民
地
支
配
を

始
め
た

「韓
国
保
護
条
約
」
に

対
し
て
、
国
連
国
際
法
委
員
会

（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
は

一
九
六
三
年
総

会
宛
報
告
書
に

「絶
対
的
無
効
」

だ
と
示
し
た
。
一
九
〇
五
年

「韓

国
保
護
条
約
」
は
形
の
上
で
は

締
結
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
て

も
、
日
本
軍
と
伊
藤
博
文
が
大

韓
帝
国
の
政
府
代
表
個
人
を
脅

迫
し
て
締
結
の
形
を
作

っ
た
未

完
成
の

「捏
造
」
さ
れ
た

「偽

造
文
書
」
で
あ
る
。
国
際
慣
習

法

（
国
家
代
表
個
人
の
強
制
に

よ
る
条
約
は
絶
対
的
無
効
と
す

る
）
の

「
不
当
合
法
論
」
で
は

一
九
三
六
年
、
外
務
省
の
批
准

文
書

（
「天
皇
ノ
裁
可
ヲ
以
テ

締
結
ス
ル
国
際
約
束
卜
、
御
裁

可
ヲ
仰
グ

コ
ト
ナ
ク
政
府
又
ハ

関
係
官
庁
限

ニ
テ
締
結
ス
ル
国

際
約
束
し

と
し
て

「批
准
不

要
説
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
国

際
法
の
権
威
者
、
ウ
イ
リ
ア
ム

・
ホ
ー
ル
氏
は

「明
示
ノ
批
准
」

が
必
要
だ
と
し
て
、
韓
国
側
の

未
完
成
文
書
に
は
大
韓
帝
国
外

部
大
臣
の
署
名
捺
印
の
外
形
は

あ
る
が
、
主
権
者
の
高
宗
皇
帝

の
批
准
が
な
い
こ
と
か
ら
明
ら

か
に
効
力
を
発
生
し
て
い
な
い

と
し
た
。
こ
れ
は
武
力
に
よ
る

強
制
的
な
占
領
に
よ
り
、
諸
外

国
か
ら
の
批
判
を
避
け
る
た

め
、
高
宗
皇
帝
が
保
護
国
化
を

希
望
し
て

「合
法
的
」
な
条
約

の
締
結
を
し
た
と
す
る
捏
造
文

書
を
作
成
し
た
こ
と
は
大
法
院

判
決
が
言
う
通
り
、
植
民
地
支

配
は
国
際
法
上
か
ら
も
不
法
な

の
で
あ
る
。

日
本
は
一
八
七
六
年

翼
蔭
竺
慮

の
軍
事
力
圧
迫
で

「日
朝
修
好
条
約
」

を
結
ば
せ
、
八
二
年
の
壬
午
墨
尖

八
四
年
の
庚
申
政
変
の
失
敗
、
東
学

党
の
乱

（甲
午
農
民
戦
争
）
の
弾
圧

を
目
実
に
清
国
と
戦
争
の
要
因
を
作

り
、
宗
属
関
係
を
断
ち
切
っ
た
。
高

を否
〓帝
は
一
八
九
六
年
ロ
シ
ア
公
使

館
の
庇
護
の
下
で
皇
葬
納
籍
し
、
大

韓
帝
国
を
樹
立
し
て

「光
武
改
革
」

を
生
命
す
る

一
友

鉱
山
と
鉄
道
利

権
を
譲
渡
し
な
い
と
宣
言
し
た
が
後

の
祭
り
で
あ
る
。
日
本
は

「韓
国
の

保
全
」
が
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
脅
か
さ

れ
た
と
し
て
、
親
露
派
の
王
妃
関
妃

を
殺
害
し
、
日
露
戦
争
後
は
軍
事
的

に
占
領
。
保
護
国
化
し
て
、
内
政
＾

外
交
権
を
奪
い
、
伊
藤
博
文

（初
代

総
督
）
が
統
監
統
治
を
行
っ
た
。
国

王
高
宗
は
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
開

か
れ
た
第
二
回
万
国
平
和
会
議

（ロ

シ
ア
皇
帝
の
主
催
に
よ
る
）
に
三
名

の
密
使
を
送
っ
た
が
、
無
視
さ
れ
退

位
さ
せ
ら
れ
た
。　
一
九
〇
七
年
、
第

二
次
日
韓
協
約
が
結
ば
れ
、
韓
国
軍

が
解
散
さ
れ
た
こ
と
に
怒
り
反
旗
を

翻
し
た
軍
隊
が
農
民
や
宗
教
家
を
巻

き
込
み
繰
り
広
げ
た
義
兵
闘
争
は
日

本
軍
に
よ
っ
て
一
万
八
千
人
の
犠
牲

者
を
出
し
無
残
に
も
鎮
圧
さ
れ
た
。

そ
の
抵
抗
運
動
と
し
て
、　
一
九
〇
九

年

一
〇
月
一
一六
日
中
国
の
吟
爾

（ハ

ル
ビ
ン
）
駅
で
安
重
根
義
士
は
伊
藤

博
文
を
射
殺
し
て
、
独
立
を
叫
ん
だ

が
、　
一
九

一
〇
年
に
は
日
韓
併
合
が

な
さ
れ
た
。
併
合
条
約
は
、
二
代
目

一椀
彗
寺
内
正
毅
ど
李
完
用
首
相
と
の

間
で
締
結
さ
れ
た
が
皇
帝
純
宗
は
詔

書
に
署
名
し
て
お
ら
ず
、
条
約
は
成

立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、　
一
八
年
の
大
法
院
判
決
は

眉
民
地
支
配
」荏
襲
園

の
立
場
か

ら
、
朝
壼
人̈
労
働
署
ドの
戦
時
動
召貝
を

通
粧
差
Ｕ
為
と
断
呂
た
し
、
一石
労
働
著
いた

ち
を
動
員
し
た
日
本
企
業
に
対
す
る

一界
告
の
尉
彗
Ｗ
塁
霊
益
幅
を
認
定
し
た

こ
と
は
国
際
法
に
も
即
し
て
い
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

個
人
の
被
曇
饉
継
曇
聖
奎
確
は

あ
る
の
か
、
な
い
の
か
？

こ
の
朝
鮮
人
労
務
動
員
問
題

は
、
日
本
の
統
治
下
に
あ

つ
た

朝
鮮
人
が
日
本
企
業
の
募
集
や

朝
鮮
総
督
府
の
官
斡
旋
、
「徴

用
令
状
」
に
よ
り
集
め
ら
れ
た

元
労
働
者
や
そ
の
遺
族
に
よ
る

訴
訟
問
題
で
あ
る
。
二
〇
二
二

年
六
月
現
在
、
韓
国
で
は

一
〇

〇
〇
人
を
超
し
、
被
告
企
業
は

一
一
五
社
に
上
り
、
現
在
も
三

〇
社
が
係
争
中
で
あ
る
。
今
回
、

日
本
製
鉄
と
三
菱
重
工
業
に
対

す
る
原
告
の
認
定
だ
が
、
他
に

も
軍
人

・
軍
属
と
し
て
強
制
動

員
さ
れ
た
被
害
者
の
権
利
救
済

の
問
題
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
本

質
は
、
被
害
者
個
人
の
人
権
問

題
で
あ
り
、
い
か
な
る
国
家
間
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笛
意
も
、
被
害
者
が
受
け
入
れ

ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
国
際
社
会
の
人
権
保

障
水
準
に
即
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
真
の
解
決
に
は
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
加
害

者
が
事
実
を
認
め
て
謝
罪
す
る

事
、
謝
罪
の
証
し
と
、
し
て
賠
償

す
る
事
、
事
実
と
教
訓
が
次
世

代
に
継
承
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
充
た
さ
れ
て
真
の
解
決
で
あ

る
。司

法
当
局
の
判
断
が
異
な
る

日
韓
両
国
政
府
は
、
外
交
や
軍

事
を
巡
る
係
争
に
ま
で
飛
び
火

し
た
が
、
所
詮
人
権
侵
害
事
実

の
認
定
で
あ
る
。
日
本
裁
判
所

も
事
実
問
題
と
し
て
は
原
告
の

被
害
が
強
制
連
行
や
強
制
労
働

に
該
当
し
、
違
法
で
あ
る
と
認

め
て
い
る
以
上
、
日
本
の
加
害

企
業
が
決
断
し
、
日
本
政
府
が

そ
れ
を
妨
害
し
な
け
れ
ば
解
決

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

外
村
大

（東
京
大
教
授
）
は

こ
の
問
題
が
意
外
に
現
代
社
会

の
直
面
す
る
問
題
、
具
体
的
に

は
外
国
人
労
働
者
の
導
入

・
活

用
、
処
遇
と
い
う
問
題
と
も
類

似
性
を
持

つ
も
の
だ
と
指
摘
し

て
い
る
。
現
代
の
外
国
人
労
働

者
も
戦
時
下
の
朝
鮮
人
労
務
動

員
も
、
労
働
力
不
足
を
背
景
に

ホ
ス
ト
社
会
の
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ

が
忌
避
す
る
職
場
で
就
労
さ
せ

る
た
め
に
動
員
さ
せ
る
た
め
に

導
入
さ
れ
た
点
で
は
同
じ
で
あ

る
。
現
在
は
少
子
化
、
戦
時
下

は
軍
事
動
員
と
い
う
事
情
の
違

い
は
あ
れ
、
共
通
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ

い

ご

に

二
〇
〇
二
年
平
壌
宣
言
で
は

「過
去
の
植
民
地
支
配
に
よ

っ

て
、
朝
鮮
の
人
々
に
多
大
な
苦

痛
と
損
害
を
与
え
た
と
い
う
歴

史
の
事
実
を
謙
虚
に
受
け
止

め
、
痛
切
な
反
省
と
心
か
ら
の

お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
し

た
」
と
し
た
。
朝
鮮
と
は
す
べ

て
が
未
解
決
で
あ
り
、
植
民
地

支
配
の
清
算

の
問
題
は
残
さ

れ
、
「解
決
済
」
論
は
通
用
し

な
い
。
そ
れ
は
植
民
地
支
配
の

三
六
年
間
も
含
ま
れ
る
が
、
戦

後
七
八
年
の
責
任
も
問
わ
れ

る
。
い
く
ら
拉
致
問
題
を
前
面

に
出
し
て
渋

っ
て
も
、
日
本
人

妻
の
問
題
も
含
め
、
日
韓
基
本

条
約

・
協
定
の
修
正

・
補
完
は

不
可
避
で
あ
る
。
六
五
年
に
韓

国
を

「唯

一
の
合
法
的
な
政
府
」

と
し
た
、
日
韓
条
約
第
二
条
も
、

一
九
九

一
年
南
北
国
連
同
時
加

盟
に
よ

っ
て

「失
効
」
し
て
い

る
。
九
八
年
の
日
中
共
同
宣
言

や
村
山
首
相
談
話
は
今
や
国
際

条
約
と
な
り
、
否
定
す
る
こ
と

は
条
約
違
反
に
な
る
。

日
本
は
中
国
、
韓
国
、
朝
鮮

と
共
に
東
北
ア
ジ
ア
非
核
平
和

共
同
体
の
形
成
の
た
め
に
、
真

摯
に
自
国
の
近

。
現
代
史
に
向

き
合
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。朝

鮮
人
強
制
連
行
の
歴
史

は
、
戦
争
被
害
者
の
人
権
を
救

済
す
る
こ
と
に
繋
が
る
歴
史
で

あ
る
。
被
害
者
の
人
権
を
守
る

こ
と
は
平
和
を
維
持
す
る
力
に

も
な
り
、
日
本
が
持

つ
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
の
弱
さ
が
マ
イ
ノ
リ
テ

イ
に
対
す
る
加
害
の
歴
史
を
も

た
ら
し
た
こ
と
を
自
覚
す
る
里

程
標
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
〇
二
三
年
四
月

一
二
日
）

【
参
考
文
献
】

外
村
大

『
朝
鮮
人
強
制
連
行
』

岩
波
新
書
２
０
１
２

吉
澤
文
寿

『
歴
史
認
識
か
ら

み
た
戦
後
日
韓
関
係
』
社
会
評

論
社
２
０
１
９

木
村
幹

『
歴
史
認
識
は
ど
う

か
た
ら
れ
て
き
た
の
か
』
千
倉

書
房
２
０
２
０

内
田
雅
敏

『
元
徴
用
工
和
解

へ
の
道

一
戦
時
被
害
と
個
人
請

求
権
』
ち
＜
ま
新
書
２
０
２
０

波
多
野
澄
雄

『
「
徴
用
工
」
間

題
と
は
何
か
朝
鮮
人
労
務
動
員

の
実
態
と
日
韓
対
立
』
中
公
新

書
２
０
２
０

戸
塚
悦
朗

『
「
徴
用
工
問
題
」

と
は
何
か
？
韓
国
大
法
院
判
決

が
間
う
も

の
』
明
石
書
店
２
０

１
９

FAR例会のご案内
皆さんご無沙汰 してお ります。 コロナのため 3年
余休みで したが、 5月 の朝鮮通信使ゆか りのまち

釜山大会へ千田理事長が参加。その報告と故星原

昌U理事長の偲ぶ会 を開催。 ご出席よろしくお願い

します。

記

・ 2023年 6月 6日 (火)午後 3時～5時
。名古屋国際セ ンター第 1研修室

・会費 千円

1部 千田理事長の報告

2部 星原 さんを偲ぶ会

呼びかけ人石井孝和、千田龍彦、貫井正之の 3氏

・恐縮ですが準備の都合のためご出席の方は早め

に下記にご連絡下 されば幸いで丸

饉洵90‐9921-5500 又 |ま 矢豆縮メールで。
*星原 さんの思い出等の寄稿 の方は下記ア ドレ

スに送信 か、事務局田中まで送付 くださぃ。
〒4640o14名 古屋市千種 区御影町 1111‐ 513

事務局 田中 統
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前
世
紀
の
教
訓
忘
れ
た

無
分
別
な
行
為

朝
鮮
対
外
文
化
連
絡
協
会

【 朝鮮民主主義人民共和国

ピョンヤン 2023年 3月 21日 発 】

原文/日本語

【
編
集
者
ま
え
が
き
】
本
欄
は
、
我
が
国
と
は
未
国
交

状
態
に
あ
る
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
立
場
や
日

朝
関
係
を
含
む
諸
見
解
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
同
国

の
対
外
文
化
連
絡
協
会

（ピ
ョ
ン
ヤ
ン
）を
通
じ
て
日
朝

協
会
愛
知
県
運
（名
古
屋
）に
直
接
送
ら
れ
る
情
報
・資
料

を
そ
の
ま
哉
紹
介
す
る
構
で
す
。

新
し
い
世
代
に
対
す
る
歪
曲
さ

れ
た
歴
史
教
育
、
例
年
の
よ
う
に

独
島
関
連
の
主
張
を
公
然
と
盛
り

込
ん
だ
外
交
青
書
、
防
衛
自
書
の

発
溝
、
領
土
主
権
展
示
館
を
利
用

し
た
国
民
感
情
の
刺
激
な
ど
独
島

を
巡
る
日
本
の
動
き
が
騒
々
し
く

な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

年
明
け
か
ら
日
本
の
外
交
関
係

者
が
公
開
席
上
で
独
島
は
歴
史
的

に
も
国
際
法
的
に
も

「
日
本
固
有

の
領
土
」
で
あ
る
と
強
弁
し
ま
し

た
。当

局
の
主
導
の
下
で
行
わ
れ
た

世
論
調
査
で
は
ほ
と
ん
ど
の
応
答

者
が
独
島

の
領
有
権
に
対
す
る

「正
当
性
」
と

「歴
史
的
経
緯
」

に
関
心
を
表
し
た
そ
う
で
す
。

独
島
が
歴
史
的
に
も
地
理
的
に

も
国
際
法
的
に
も
朝
鮮
民
族
の
固

有
の
領
土
で
あ
る
と
い
う
の
は
論

じ
る
余
地
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
は
明
白
な
事
実
を
か
た
く
な
に

否
定
し
な
が
ら
強
盗
さ
な
が
ら
の

論
理
を
提
唱
す
る
日
本
当
局
の
本

心
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。日

本
当
局
が
執
拗
に
独
島
の

「領
有
権
」
を
主
張
し
続
け
る
理

由
は
ほ
か
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
独

島
が

「
日
本
の
固
有
の
領
土
」
、

他
国
に
「不
法
占
拠
さ
れ
た
領
土
」

と
し
つ
こ
く
主
張
し
て
国
民
に
間

違

っ
た
認
識
を
植
え
付
け
積
極
的

に
軍
国
主
義
意
識
を
鼓
吹
す
る

一

方
、
防
衛
政
策
の
転
換
と
軍
備
増

強
、
海
外
侵
略
野
望
の
実
現
を
合

理
化
す
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。

近
年
、
日
本
の
軍
事
大
国
化
動

き
は
益
々
本
格
的
に
な

っ
て
い
ま

す
。
近
い
内
に
軍
事
費
を
Ｇ
Ｄ
Ｐ

の
２
％
水
準
に
ま
で
引
き
上
げ
よ

う
と
し
て
お
り
、
「専
守
防
衛
」

の
ベ
ー
ル
を
脱
ぎ
捨
て
て
防
衛
政

策
を
先
制
攻
撃
的
に
変
え
ま
し

た
。自

衛
隊
は
Ｈ
Ｐ
に
独
島
を

「紛

争
地
域
」
に
表
記
し
た
動
画
を
載

せ
て
お
り
、
離
島
防
衛
訓
練
と
い

う
の
を
ひ
ん
ば
ん
に
行

っ
て
い
ま

す
。日

本
の
市
民
団
体
が
当
局
の
軍

事
費
増
額
に
反
対
し
、
生
活
と
平

和
を
守
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
声

明
な
ど
を
発
表
し
て
い
る
の
は
け

っ
し
て
杞
憂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

謀
略
事
件
を
で
つ
ち
あ
げ
て
戦

争
挑
発
の
責
任
を
相
手
側
に
擦
り

つ
け
、
先
制
攻
撃
を
仕
掛
け
る
の

は
日
本
が
二
十
世
紀
の
前
半
期
、

ア
ジ
ア
の
国
々
を
侵
略
し
な
が
ら

使

っ
た
手
口
で
あ
り
ま
す
。
今
日

に
至
っ
て
日
本
が
そ
の
よ
う
な
手

口
を
三
度
と
使
わ
な
い
と
い
う
保

証
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
日
本
は
無
分
別
な
野

望
が
苦
々
し
い
敗
戦
で
終
わ

つ
た

前
世
紀
の
教
訓
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
で
し
ま
つ
。
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○
愛
知
県
高
校
生
オ
キ
ナ
ワ
ツ
ア

い
ま
薔
自
い
市
民
ヨ
■
の
情
報
腱

１
／
現
地
見
て
、
自
分
事
と
し
て

隧

グ
ル

Ｈ
に
撻
鍾
Ｆ
」縣
睾

●

名
古
屋
三
菱

“
朝
鮮
女
子
動
労
挺

身
隊
訴
訟
を
支
援
す
る
会

Ｎ

ｅ
ｗ
ｓ

（
第

八
四
号

　

一
一〇

二
三

・
四

発
行

＝
同
会
）

○

【
講

演

】
平

野
伸

人

『
い
ま

・

こ

の
時

、
朝
鮮

人
中

国
人

の
強
制

連
行

の
真
実

に
迫
る
』

〇
加
害
企
業

・
日
韓

両
政
府

に
要

請

・
抗
議
が
続
く
！

〇

『
ほ
う

せ
ん
花

　

Ⅲ
』
／

三
月

九

日
、

三
団
体

（
光

州
文

化
財

団

。
（社

）
日
帝
強
制
動
員
市
民

の
会

・
名
古

屋

三
菱
朝
鮮
女

子
勤

労

挺

身
隊
訴
訟
を
支
援
す
る
会

）
で

「文

化
芸
術
交
流
協
約
書
」
を
締
結

ほ
か

●

平

和

新

聞

・
愛

知

版

（
二
〇

二
三

・
四

。

一
五
　

編
集

＝
愛

知

県

平
和
委
員
会

／
名
古

屋

市
東
区
）

ほ
か

●
な
ご

や
市
職

（第

二
三
七
八
号
＝
二
〇

二
三
年

四

月

一
日

発
行

＝
名
古
屋
市
職
員
労

働
組
合
／
名
古
屋
市
中
区

三
の
九
）

○
労

働

組
合

が
人
生

を
豊

か

に
し

て
く
れ

ま
す

―
～
坂
本

将

取
さ

ん

〇
知

る
、

つ
な
が

る
、
動

か
す

。

労
働

組
合

の
価

値

っ
て
す
ご

い
～

岩
菅
有
里
子
さ
ん

〇

ま
ず

は
入

っ
て
体

験

し

て
み
よ

う
～
武

田

一
孝
さ
ん

ほ
か

●

草

の

根

（
二
〇

二
三

・
四

・
六
　

発

行

――

原
水

爆
禁

止
愛

知

県
協
議
会

／
名

古
屋
市
東
区
）

○
被

災

六
九
年

／

二
〇

二
三
年

３

・
１
ビ
キ

ニ
デ

ー
集
会

○

日
本

政
府

に
核
兵

器
禁

止
条

約

の
署

名

・
批
准

を
求

め

る
署
名

／

県
内

８
３
６

１
２
筆
／

二
月
十

日

現
在

〇
続

け

る

こ
と

が
大

き
な
意
義

／

被
爆
者
行
脚
ま
と
め
報
告
会

ほ
か

●

Ｎ

ｌ

Ｃ

Ｎ

Ｅ

Ｗ

Ｓ

（
第

四

一
五
号

＝

二
〇

二
三

・
四

／

五
　

発
行

＝
名

古

屋
国
際

セ

ン

タ
１
／
名
古
屋
市
中
村
区
）

○

国
籍

、
言

語
、

文

化
的
背

景

が

異
な

る
人

た
ち

が
共

に
暮

ら
す

た

め
に

〇
外

国
人

の
生

活

を
サ
ポ

ー

ト
／

人
と
し

て
享

受

さ
れ

る

べ
き
人
権

の
確
立

○
地
域
の
国
際
化
／
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
か
ら

ほ
か

●
愛
労
連

（第
二
五
六
号
＝
二
〇
二
三
・
四
　
発

行
＝
愛
知
県
労
働
組
合
総
連
合
／
名
古

屋
市
熱
田
区
）

〇

二
〇

二
三
春

闘
　

大
幅

賃

上
げ

め
ざ

し

回
答

引

き
出

し

に
全

力

／

７
組
合

１
６
職

場

で

１

１
０
人

が

ス
ト

ラ
イ
キ
突
入

〇
物

価
高

騰

で
愛

知

の
最
低

生

計

費

も
上

が

る
／
今

す
ぐ

　

全

国

一

律
最
賃

一
五
〇
〇
円
以
上

に

〇
原

発
事

故

な

か

っ
た

こ
と

に
は

さ
せ
な
い
～
岡
本
早
苗
さ
ん

ほ
か

●

日
中
友
好
新
聞

い
愛
知
県
連
版

（
二
〇

二
三
年
四
月

一
日
　
発

行

＝
日
中
友
好
協
会
愛
知
県
連
／
名

古
屋
市
千
種
区
）

○
中
国

の
教
育
制
度

（
改
革
）
を

通
し
て
中
国
を
知
る

〇

【
も

の
し
リ

コ
ー
ナ
ー
】
中

国

世
界
遺
産
は
現
在
五
六
か
所

〇

【
お
知
ら
せ
】
中

国
百
科
検
定
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／
第
十

三
回
＝
七
月
十
五
日

ほ
か

●

窓

の
会

（第

八

五
号
＝
一
一〇
壬

千

四

。
十

一
一　
発
行
＝
こ
れ
か
ら
出
版
／
豊
橋

市
）
　

　

　

　

　

　

　

　

、

〇
お

む

つ
バ

ン
パ

ン
～
古
池

も
も

○
荘

子
、
賢

治
、

ジ
ル

・
ド

ウ
ル

ー
ズ

四
次

元

へ
の
階
梯
～
大

伊
和

雄○
華

山

没
後

の
田
原
藩

と
華

山

の

学
芸

の
歴
史
的

意
義

～
別
所

興

一

ほ
か

●
結

（ゆ
い
）

（第

二

〇
号

＝

二
〇

正
三

・
四

・
十

発
行
ロ

ユ
ニ
オ

ン
と
連
帯
す
る
市

民

の

〈
バ
）

○

「
フ
リ
ー

ラ

ン
ス
」

に
希

望

は

あ
る
か
③
～
後
藤
洋
司

〇

い
ま
愛
知

で
起

き

て
い
る

こ
と

を
通
し

て
、

戦
時

体
制

を
支

え

る

「
治

安
維
持

法
体
制

」

に

つ
い
て

考
え
る
～
小
野
政
美
　
　
　

・

○

ユ

ニ
オ

ン

ヘ
の
期
待

～
猿

田
正

機

ほ
か

●
ポ
ラ
ム

（
第

一
〓
一七

号

職

二
〇

二

〓
丁

四

・
一
〓

一　

発
行

機
岐
阜

朝
鮮
初
中

級
学
校

の
子
ど

も
た
ち
を
支
援

す

る
ポ

ラ

ム

の
会

／
岐
阜

市

長
良

）

○

【教
室

か

ら
】

三
年

ぶ
り

に
中

級
部
が
で
き
ま
し
た
～
朴
九
令

〇

【ご

あ

ん
な

い
】
高

賛

侑
監
督

ド

キ

ュ
メ

ン
タ

リ
ー

『
ワ
タ

シ
タ

チ

ハ
ニ
ン
ゲ

ン
ダ

』

（
五
月
十

四
日

岐

阜

県

図
書
館

多

目
的

ホ
ー

ル
）

○

ウ

ク

ラ
イ
ナ
戦
争
　
今

こ
そ
停

戦

を
／

Ｇ

７
広
島

サ

ミ

ツ
ト

に
向

け
専
門
家

や
市
民
が
声

明

ほ

か

●
愛
知
宗
教
者
平
和
の
会
会
報

（第

二
五

百
有
＝
一
一〇
壬

子

四

・

発
行
＝
同
会
／
愛
知
県
愛
西
市
）

○
真

宗
大

谷
派
名
古

屋
別
院
　
離

脱

問
題

を
考

え

る
②

～
河
合

利
政

〇
私

に
と

っ
て

の
安
保
法
制

違
憲

訴
訟
判
決
～
石
川
勇
吉

ほ
か

一
■
一
●
一
一
●
一
一

―〓‐■
●
■
一

【福
岡
版
】
一δ
壬
千
四
上

〇
靖

国
神
社

に
合

祀
さ
れ

て

い
る

朝
鮮

・台
湾
人

○

【韓

国

の
マ
ス
コ
ミ
】

「政
治
業

績

」

に
没
頭
、
苦
言

を
拒

ん
だ

升

大
統
領
、

「降
伏
外
交
」
暴
走

（
三

月
八
日
　

ハ
ン
ギ

ョ
レ
新
聞
社
説
）

○

【韓
国

の
伝
承
】
玉
様

の
旅

（上
）

ほ
か

【
東

京

版

】

二
〇

壬

千

四

〇
都
議
会
定

例
議
会

／

と

や
議

員

の
小
池

都

知
事

へ
の
質

問

よ
り
／

関

東
大
震
災
朝

鮮
人
虐

殺

を
認

め

る
の
か
？

〇
す

べ
て

の
こ
ど
も

を
取

り
残

さ

な

い
／

や
め
さ

せ
ま
し

ょ
う

「
官

製

ヘ
イ
ト

・
民
族
差

別
」

～
島

劉

ま
り

○

【
歴
史

の
窓

】
対
馬
藩

の
国
書

改
ざ

ん
事
件

ほ
か

【
大

阪
籠

】

一δ

一Ξ

由

・
十

〇
被
害
者

不
在

で
は
解
決
に
な
ら

な
い
／
徴
用
工
問
題

○

【
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
】
神
戸

の
コ
リ
ア
ン
多
住
地

。
長

田
と
非

核
神
戸
方
式
、
南
京
町
を
訪
ね
る

〇

【
か
ゑ

こ
さ
ん
の
映
画
案
内
】

『
不
思
議

の
国

の
数
学
者
』

ほ
か

【群
罵
版
】
一
３
壬
十
四
ｉ

Ｏ
岸

田
首
相

「
お
わ
び

」

言

及

せ

ず

、

「
シ
ャ
ト
ル
外
交
」
再
開

へ
／

徴

用

工
問
題

・
日
韓

首

脳
会

談

に

つ
い
て

○
原

発

は
文

明

の
お
化

け
／

福
島

を
忘

れ

な

い
／

ト
ル

コ
の
地
震

と

原
発
～
新
井
忠
夫

〇
九

月
九

日
、
朝
鮮

人
虐

殺

・
藤

岡
事

件

一
〇

〇
周
年
特

別
行
事

／

中
川
五
郎

ラ
イ
ブ
開
催

！

ほ
か

【
埼

玉

版

】

一
δ

≡

千

四

上

０

３

・
１
朝
鮮

独
立

運

動
記

念
学

習
会

／

関
東
大

震
災

か
ら

１
０

０

年
、
朝

鮮

人
虐

殺
事

件

の
歴

史

的

背

景
／
①

日
本

人
民
衆

の
差

別
意

識

　

②

戒

厳

令

。
「
不

遅
鮮

人

暴

動

」

通
牒

発

出

の
背

景
～

関
原

正

裕

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

ほ
か

【表
紙
＝
三
浦
雅
子
】

賄鱗晴/晃僣晰母盟麗鯰辟婿巡恣詈動


